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スケジュール（予定）
・法令、通達等の改正 ⇒ 令和6年1月公布（4月施行）
・リーフレット、Q＆A等 ⇒ 令和6年1月～ 作成・公表

活用支援認知・理解の向上
ルール整備

（法令等見直し）

見直しの全体像

○本年3月30日開催の不動産部会における議論を踏まえて、建物状況調査（インスペクション）の活用を促進する
ため、以下の対応を予定。

P3
■媒介契約書にあっせん「無」とする場
合における理由の記載欄の追加
■告知書の提出・活用の促進

【マンション】
■共同住宅において重説対象となる建
物状況調査結果について、期間の見
直し

■建物の維持保全等の状況に関する
書類について、必要に応じ、その概要
等についても消費者に情報提供

P4
■消費者向け：実施のメリットや実
施しないことのリスク等を分かりやすく
示すリーフレットの整備

■宅建業者向け：対応マニュアルとし
てQ&Aの追加・充実

P5
■「既存住宅状況調査技術者検索
サイト」の改修
（令和5年11月に実施）

P6
■実施メリット強化として、インセンティ
ブ等支援策の検討
■地方自治体と宅建業者との連携の
促進
■宅建業者による、建物状況調査の
あっせんに取り組む旨の情報発信
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ルール整備：建物状況調査に関する法令等の見直しの方向性

 令和５年３月の不動産部会を踏まえ、建物状況調査に関連する以下の項目について、宅地建物取引
業法関係法令等の見直しを検討。

主な法令等改正事項

①共同住宅に係る重説対象となる建物状況調査結果の期間の見直し
• 共同住宅の住戸内・住戸外における調査を異なる調査者がそれぞれ実施することも可能と
されたことを踏まえ、共同住宅に係る重要事項説明の対象となる建物状況調査結果につい
て、その期間を、調査の実施から２年※を経過していないものへと見直す（現行１年）。
※既存住宅売買瑕疵保険への加入に必要な現場検査結果の要件（共同住宅の場合）と同様

（宅地建物取引業法施行規則）

②標準媒介契約約款の見直し
• 媒介契約書に、あっせん「無」とする場合における理由の記載欄を設ける。

※ 併せて、あっせん「無」理由の記載例を解釈運用で示す。

• トラブル回避の観点から、建物状況調査の限界（瑕疵の有無を判定するものではないこと、
等）について、媒介契約書に明記し、消費者に伝達。

（宅地建物取引業法施行規則第十五条の七第四号の規定に基づく標準媒介契約約款（告示））

③宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の見直し
• 建物状況調査の活用促進とあわせて、売主等から告知書の提出を求めることにより、買主
等への情報提供の充実を図ることの重要性を明確化。

• 建物の維持保全等の状況に関する書類（建築基準法に基づく定期報告等）について、現行
求められている保存状況の説明のほか、必要に応じ、その概要等についても消費者に情報
提供することが考えられる旨を明確化。 （宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方）
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認知・理解の向上：リーフレットの整備

○建物状況調査の実施のメリット（物件の特性ごとに場合分け）や、実施しないことのリスク、実施者の満足度アンケー
トの結果、既存住宅売買瑕疵保険等の内容等を盛り込み、消費者に理解しやすい文言で表現。

■検討中のリーフレットのイメージ
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活用支援：①既存住宅状況調査技術者検索サイトの改善

調査目的に応じて調査技術者と依頼者をマッチングするため、建物状況調査、瑕疵保険現場検査、フラット35物件検査を
実施できる技術者を一括して検索できるサイトを令和３年度より開設している。
⇒利便性向上のため、R5年度には以下の改修を行った。
○調査・検査の内容について依頼者等が理解しやすい解説等を新たに追加
○依頼者等の目的や取引のパターンに応じて、各種検査・調査の同時実施も想定したフロー図を追加

取引パターン別に
検査・調査や契約の
流れを解説対象部位等について図解

検査・調査方法を解説

各種の調査・検査の目的や実施主体の違いとともに、内容や実施する
技術者について、依頼者が理解しやすいよう、解説等のページを追加

依頼者等が目的に応じて、どの時期に、どのような技術者へ、どのような
調査・検査を依頼することが効率的かを示すフロー等を追加
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○構造耐力上の安全性や雨漏り等の観点から次の
ような部位の劣化事象等の有無について、建築
士が調査を実施し、既存住宅の取引等に活用
・ 構造耐力上主要な部分：基礎・壁・柱 等
・ 雨水の浸入を防止する部分：屋根・外壁・開口部 等

既存住宅流通市場の活性化に向け、消費者が安心して既存住宅を取得できる環境整備を図る観点か
ら、消費者等による既存住宅状況調査（インスペクション）等の実施に関し、地方公共団体と事業者団
体等が連携して既存住宅状況調査等の普及・啓発を図る先行的な取組についてモデル的支援を行う。

既存住宅状況調査の普及に向けたこれまでの取組

クラックスケールによる
基礎のひび割れ幅の計測

水平器による
柱の傾きの計測

コンクリートの
圧縮強度の測定

［既存住宅状況調査のイメージ］

・ 講習制度を通じた調査技術者の育成
・ 調査基準（既存住宅状況調査方法基準）
の策定
・ 消費者等の理解増進のためのツー
ルの作成など調査の普及や必要性
に関する広報 等

既存住宅状況調査の概要

国土交通省の取組

・ 消費者等に対する調査の実施への理解
増進の活動
・ 調査結果の物件検索サイトへの掲載等
により、安心して既存住宅を売買できる
環境を整備
・ 建築住宅センターが中心となって地方公
共団体・宅建業者団体と連携し、検査事
業者として調査を実施 等

（例）福岡県
「住まいの健康診断」

国による支援を活用しつつ、地方公共団体・事業者団体等が連携して既存住宅状況調査等の普及・啓
発を図ることで、消費者等が安心して既存住宅を取得できる市場環境整備のモデルケースを構築

※既存住宅状況調査等：既存住宅状況調査、既存住宅売買瑕疵保険

地方公共団体・事業者団体等による取組例

○宅地建物取引業法では、既存住宅等の媒介契約
締結時に宅建業者が既存住宅状況調査技術者
のあっせんの可否を示す等を規定

活用支援：②既存住宅状況調査等の普及に係る取組への重点支援

＜現行制度の概要＞
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